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　町の財政事情を町民の皆さまに広く知っていただくため、特集として、皆さまに関係の深い一般会計を中心に、
決算のあらましをお知らせします。

◇
一
般
会
計

町
税
を
主
な
収
入
と
し
て
、
道

路
・
公
園
な
ど
の
整
備
や
、
教

育
や
社
会
福
祉
事
業
の
充
実
な

ど
、
町
が
一
年
間
行
っ
て
い
く

基
本
的
な
施
策
の
経
費
を
計
上

し
た
会
計
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

◇
特
別
会
計

国
民
健
康
保
険
や
下
水
道
な
ど

の
特
定
事
業
を
行
う
場
合
に
、

経
理
状
況
が
一
目
で
わ
か
る
よ

う
に
す
る
た
め
に
、
一
般
会
計

と
は
別
に
経
理
す
る
会
計
の
こ

と
を
い
い
ま
す
。

◇
公
営
企
業
会
計

民
間
企
業
と
同
じ
よ
う
に
独
立

採
算
性
で
、
収
支
の
バ
ラ
ン
ス

を
と
り
な
が
ら
経
理
す
る
会
計

の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

◇
実
質
赤
字
比
率

一
般
会
計
な
ど（
普
通
会
計
）を

対
象
と
し
た
実
質
赤
字
の
標
準

財
政
規
模
に
対
す
る
比
率
で
す
。

当
町
の
標
準
財
政
規
模
の
場
合

15.0
％
を
超
え
る
と
財
政
健
全
化

団
体
と
な
り
健
全
化
計
画
を
策

定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

◇
連
結
実
質
赤
字
比
率

全
会
計
を
対
象
と
し
た
実
質
赤

字
に
対
す
る
比
率
で
す
。
当
町

の
標
準
財
政
規
模
の
場
合
、

２０
％
を
超
え
る
と
財
政
健
全
化

団
体
と
な
り
健
全
化
計
画
を
策

定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

◇
実
質
公
債
費
比
率

町
が
借
り
入
れ
た
地
方
債（
借

金
）の
当
該
年
度
の
元
利
償
還

金（
公
債
費
）の
う
ち
の
一
般
財

源
な
ど
か
ら
地
方
交
付
税
に
よ

り
措
置
さ
れ
る
災
害
事
業
費
な

ど
を
控
除
し
た
公
債
費
の
負
担

状
況
を
示
す
指
標
で
す
。
一
般

に
２５
％
を
超
え
る
と
公
債
発
行

（
地
方
債
の
発
行
）が
制
限
さ
れ

ま
す
。

木曽岬町歳入歳出決算
平成25年度

特 集

各会計別決算

　平成25年度の一般会計・特別会計・企業会計を合わせた決算総額は、歳入が49億4688万8千円（前年度比較3.8％）、
歳出が46億2,741万円（前年度比較2.7％）となりました。
　このうち一般会計は、歳入が29億9,021万2千円（前年度比較5.5％）金額では1億5,602万9千円の増額、歳出では
27億3,548万1千円（前年度比較3.8％）金額では、1億9万7千円の増額となりました。歳入歳出差引額から平成26年度に
繰越すべき財源の4,009万5千円を差し引いた実質収支額は2億1,463万6千円となりました。
　国民健康保険等の7つの特別会計の総額は、歳入が17億7,384万3千円（前年度比較2.8％）、歳出が17億105万9千円
（前年度比較2.6％）となりました。また、公営企業会計の水道事業については、歳入が1億8,283万3千円（前年度比較
▲11.7％）、歳出が1億9,087万円（前年度比較▲10.4％）となりました。

（単位：千円・％）

一 般 会 計

区 分 比 較 増減率平成25年度 平成24年度

収益的収入

資本的収入

合 計

国民健康保険
特 別 会 計
介 護 保 険
特 別 会 計

小 計
（特別会計）

水道事業会計
（公営企業会計）

公共下水道
事業特別会計

農業集落排水
事業特別会計

土 地 取 得
特 別 会 計

後期高齢者医療
特 別 会 計

2,990,212

4,946,888

941,085

362,364

92,896

3,368

94,140

279,989

1,773,843

934,647

346,001

88,447

5,202

96,435

254,421

1,725,153

182,833

180,271

2,562

4,766,304

206,968

203,210

3,758

2,834,183 156,029

180,584

6,438

16,363

4,449

▲1,834

▲2,295

25,568

48,690

▲24,135

▲22,939

▲1,196

5.5

3.8

0.7

4.7

5.0

▲35.3

▲2.4

10.0

2.8

▲11.7

▲11.3

▲31.8

●歳入合計 （単位：千円・％）

一 般 会 計

区 分 比 較 増減率平成25年度 平成24年度

収益的支出

資本的支出

合 計

国民健康保険
特 別 会 計
介 護 保 険
特 別 会 計

小 計
（特別会計）

水道事業会計
（公営企業会計）

公共下水道
事業特別会計

農業集落排水
事業特別会計

土 地 取 得
特 別 会 計

後期高齢者医療
特 別 会 計

2,735,481

4,627,410

892,782

346,640

92,129

3,207

90,656

275,645

1,701,059

888,324

332,660

87,125

5,011

92,721

252,376

1,658,217

190,870

183,298

7,572

4,506,562

212,961

204,044

8,917

2,635,384 100,097

120,848

4,458

13,980

5,004

▲1,804

▲2,065

23,269

42,842

▲22,091

▲20,746

▲1,345

3.8

2.7

0.5

4.2

5.7

▲36.0

▲2.2

9.2

2.6

▲10.4

▲10.2

▲15.1

●歳出合計
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◇
将
来
負
担
比
率

地
方
債
の
残
高
を
は
じ
め
一
般

会
計
な
ど
が
将
来
負
担
す
べ
き

実
質
的
な
負
債
の
標
準
財
政
規

模
に
対
す
る
比
率
で
す
。
市
町

村
に
あ
っ
て
は
３５０
％
を
超
え
る

と
財
政
健
全
化
団
体
と
な
り
健

全
化
計
画
を
策
定
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

◇
資
金
不
足
比
率

公
営
企
業
会
計
の
資
金
不
足
額

の
事
業
規
模
に
対
す
る
比
率
で

す
。
こ
の
指
標
が
２０
％
以
上
に

な
る
と
財
政
健
全
化
団
体
と
な

り
公
営
企
業
な
ど
の
健
全
化
計

画
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

◇
町
　
税

町
民
税
・
固
定
資
産
税
・
軽
自

動
車
税
な
ど
の
普
通
税
と
、
入

湯
税
・
事
業
税
な
ど
の
目
的
税

の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

◇
繰
入
金

一
般
会
計
、
特
別
会
計
、
各
種

基
金
な
ど
か
ら
受
け
入
れ
る
お

金
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

◇
地
方
交
付
税

国
が
市
町
村
の
財
政
状
況
に
応

じ
て
交
付
す
る
お
金
の
こ
と
を

い
い
ま
す
。
地
方
交
付
税
に

は
、
普
通
交
付
税
と
特
別
交
付

税
が
あ
り
ま
す
。

◇
国
庫（
県
）支
出
金

国（
県
）が
認
め
た
事
業
に
対
し

市
町
村
に
交
付
さ
れ
る
お
金

（
負
担
金
・
補
助
金
・
委
託
金
な

ど
）の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

◇
町
　
債

建
設
事
業
な
ど
、
将
来
の
町
民

に
も
建
設
費
用
を
負
担
し
て
も

ら
っ
た
ほ
う
が
公
平
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
事
業
な
ど
の
資
金

調
達
の
た
め
に
借
り
入
れ
る
お

金
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

◇
自
主
財
源

町
が
自
主
的
に
収
入
し
う
る
財

源
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

◇
依
存
財
源

国
・
県
の
意
思
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
額
を
交
付
さ
れ
た
り
、
割

り
当
て
ら
れ
た
り
す
る
収
入
の

こ
と
を
い
い
ま
す
。

特集

指標で見る財政事情

一般会計歳入決算の状況

平成25年度木曽岬町歳入歳出決算

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条に基
づき、町の一般会計、特別会計などの決算に対しては健
全化判断指標の公表が義務付けられています。この法律
に定める判断基準値と平成25年度決算に基づく町の健
全化判断比率および資金不足比率などは次のとおりです。
　当町における決算指数はいずれにおいても国が定める
早期健全化基準値を下回っており、平成25年度決算に
おいては、健全な状態にあると判断されます。

（単位：千円）

歳　　入　　内　　訳 構成比率％

自  

主  

財  

源

依
　
　
存
　
　
財
　
　
源

合　　　　　　計 100.0

町 税
分 担 金 負 担 金
使 用 料 お よ び 手 数 料
財 産 収 入
寄 付 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
　 小 計 　
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
配 当 割 交 付 金
株式等譲渡所得割交付金
地 方 消 費 税 交 付 金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
地 方 特 例 交 付 金
地 方 交 付 税
交通安全対策特別交付金
国 庫 支 出 金
県 支 出 金
町 債
　 小 計 　

927,082
50,656
39,947
23,401

8,000
95,537

113,800
51,899

1,310,322
41,180

2,678
4,010
6,688

64,000
16,737

2,364
942,864

983
283,585
128,601
186,200

1,679,890

31.0
1.7
1.3
0.8
0.3
3.2
3.8
1.7

43.8
1.4
0.1
0.1
0.2
2.1
0.6
0.1

31.5
0.0
9.5
4.3
6.2

56.2

　歳入全体の構成比を見ますと、地方交付税が31.5％を
占め、次に町税が31.0％で、これらを主な収入財源と
して構成されています。
　また、財源的には自主財源（13億1,032万2千円）43.9％、
依存財源（16億7,989万円）56.1％となり、自主財源の比率
を前年度と比較した場合1.3％の増加となりました。
　平成25年度決算は、景気の緩やかな回復基調を背景
に、町税収入が前年比較2,533万2千円の増収となり、
国庫支出金では、1億4,361万6千円の増額となりました。
また、町債の借入額は2,080万円の減額となりました。
これらの要因により、歳入全体では1億5,602万9千円の
増額となりました。
　今後も、行政活動の自主性と安定性を確保する上で
重要となる自主財源の確保のため、適切な事務事業の
改善に努めてまいります。

歳入決算の概要

財政健全化法による
経営健全化のイメージ

財
政
健
全
団
体

財
政
悪
化
団
体

早期健全化基準値 財政再生基準値

健全団体 早期健全化
段　　　階 再生段階

平成25年度決算指数

早期健全化基準値 15.0%を超える
20.0%を超える財政再生基準値

三重県平均値

20.0%を超える
35.0%を超える

25.0%を超える 350.0%を超える
9.1%

9.3% 34.3%
35.0%を超える

20.0%を超える

平成25年度決算における町の健全化指数

※平成25年度決算指数中の　　は赤字額や将来負担額、資金不足額が発生しておらず、算定されない状況を示しております。

実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 資金不足比率連結実質赤字比率

2,990,212
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◇
義
務
的
経
費

歳
出
の
う
ち
、
そ
の
支
出
が
義

務
付
け
ら
れ
た
任
意
に
節
減
で

き
な
い
経
費
を
い
い
ま
す
。

◇
任
意
的
経
費

任
意
に
支
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
経
費
で
あ
り
、
町
の
意
志
に

よ
っ
て
削
減
で
き
る
要
素
を
持

つ
経
費
を
い
い
ま
す
。

◇
扶
助
費

社
会
保
障
制
度
の
一
環
と
し

て
、
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に

支
出
さ
れ
る
経
費
の
こ
と
を
い

い
ま
す
。（
生
活
扶
助
・
教
育
扶

助・医
療
扶
助・住
宅
扶
助
な
ど
）

◇
公
債
費

借
り
入
れ
た
地
方
債
の
元
利
償

還
金
お
よ
び
一
時
借
入
金
利
子

で
す
。

◇
補
助
費
な
ど

負
担
金
・
補
助
金
・
交
付
金
が

主
な
も
の
で
す
が
、
報
奨
金
や

損
害
保
険
な
ど
の
保
険
料
、
賠

償
金
な
ど
も
含
ま
れ
ま
す
。

◇
物
件
費

地
方
公
共
団
体
が
支
出
す
る
消

費
的
性
質
の
経
費（
人
件
費
・

維
持
補
修
費
・
扶
助
費
を
除
く
）

の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

◇
経
常
収
支
比
率

財
政
構
造
の
余
裕
を
示
す
も
の

で
、
６５
％
〜
７５
％
が
望
ま
し
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
支
出
の
う

ち
人
件
費
な
ど
、
毎
年
必
ず
支

払
う
経
費
を「
経
常
的
経
費
」と

い
い
ま
す
。
ま
た
、
町
税
な
ど

毎
年
経
常
的
に
入
っ
て
く
る
財

源
を「
経
常
一
般
財
源
」と
い

い
、
使
い
道
が
自
由
な
経
常
一

般
財
源
か
ら
経
常
的
経
費
に
充

て
ら
れ
る
割
合
が「
経
常
収
支

比
率
」と
な
り
ま
す
。
こ
の
比

率
が
低
い
ほ
ど
自
由
に
使
え
る

資
金
が
多
い
こ
と
に
な
り
ま

す
。

一般会計歳出決算の状況

一般会計地方債の状況

　歳出決算額は27億3,548万1千円となり
前年度比較3.8％、金額で1億9万7千円の
増額となりました。
　性質別に見ると人件費、扶助費、公債費
の義務的経費が歳出全体の35.9％を占め、
物件費、補助費、普通建設事業費等の任
意的経費においては、8,968万円の増額と
なりました。
　今後も、町財政の健全化をはかるため
に、適切な財政計画を策定し効率的な行
財政運営を推進していきます。

歳出決算の概要

（単位：千円）

歳　　出　　内　　訳 内　　　　　　　容構成比率％

合　　　　　　計 2,735,481 100.0

議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
農 林 水 産 業 費
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
公 債 費

議会に係る費用に使われました。
主に窓口、税務、選挙事務に係る費用に使われました。
主に保育、社会福祉に係る費用に使われました。
主に健康予防、ごみ対策に係る費用に使われました。
主に農業、漁業の発展や振興に係る費用に使われました。
主に商業、観光に係る費用に使われました。
主に道路整備、都市計画に係る費用に使われました。
消防、防災に係る費用に使われました。
主に小・中学校、幼稚園に係る費用に使われました。
町の借金返済に係る費用に使われました。

54,039
459,770
621,248
241,560
332,329

13,280
394,141
143,411
283,364
192,339

2.0
16.8
22.7

8.8
12.2

0.5
14.4

5.2
10.4

7.0

（単位：千円）

区　　　　　分 平成24年度末現在高 平成25年度発行額 平成25年度償還額 差引現在高

合　　　　　　計 1,546,014 174,334 1,557,880186,200

公 共 事 業 等 債
一 般 単 独 事 業 債
教育・福祉施設等整備事業債
厚生福祉施設整備事業債
財 源 対 策 債
減 税 補 て ん 債
臨 時 財 政 対 策 債
そ の 他

69,800
108,347

10,385
15,356
13,065
31,019

1,279,268
18,774

0
38,135

1,801
15,356

7,283
2,375

108,404
980

76,600
86,612

8,584
0

5,782
28,644

1,333,864
17,794

6,800
16,400

0
0
0
0

163,000
0

●歳出性質別状況

■人件費
　592,804千円 21.7％

■扶助費
　197,051千円 7.2％

■公債費
　192,339千円 7.0％

義務的経費
982,194千円　35.9％

任意的経費

■繰出金
　485,740千円 17.8％

■積立金
　43,380千円 1.6％

■投資及び出資金
　1,800千円 0.1％

■普通建設事業費
　166,895千円 6.1％
■補助費
　373,906千円 13.7％
■維持補修費
　33,187千円 1.2％

■物件費
　648,379千円 23.7％

1,753,287千円 64.2％
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特集

町民一人当たりの決算額（一般会計）

平成25年度木曽岬町歳入歳出決算

◆町民１人に納めていただいた税金
◆町民１人当たりに使われたお金（歳出総額）
　・ごみ処理に対する町民１人当たりに使われたお金
　・下水処理に対する町民１人当たりに使われたお金
　・消防署維持に対する町民１人当たりに使われたお金

　・小学校児童１人当たりに使われたお金（児童数305人※前年児童数301人）
　・中学校生徒１人当たりに使われたお金（生徒数172人※前年生徒数190人）

　・幼稚園児および保育園児１人当たりに使われたお金
　　（幼稚園児50人、保育園児101人）（※前年度 幼稚園児66人、保育園児105人）

142,234円
419,681円

23,560円
46,898円
12,791円

133,846円
190,581円

1,070,751円 27,950円

9,741円
32,466円

3,349円
4,266円
▲60円

▲35,038円
▲33,124円

　平成25年度決算における収入額、支出額、町債残額などを町民一人当たりの金額に置き換えてみました。平成26年3月
末現在の人口（6,518人）などで計算すると次のようになります。

町制25周年記念式典町制25周年記念式典

第28回木曽岬一周輪中駅伝大会第28回木曽岬一周輪中駅伝大会

第50回町民体育祭第50回町民体育祭

敬老会敬老会

平成25年度の主な行事

項　　　　　　　　　　目 対前年比較増減町民1人当たり決算額
（H25年度決算）

（▲は減額）

※この記事に関するお問い合わせは、役場　総務政策課（☎68－6100）へお尋ねください。

  6/  8
児童の国際感覚を醸成する国際交流事業
（インターナショナルディ）
★

  1/11
成人式
（男36名、女45名、合計81名）
★

  2/  2
第28回木曽岬一周輪中駅伝大会
（参加者は、24チームが参加された）
★

  2/16
第7回美し国三重市町対抗駅伝に町代表チーム参加
（木曽岬町は、町の部で11位となりました）
★

10/27
第50回町民体育祭
～50回記念だョ！全員集合～

★

  9/  7敬老会★

11/  3秋の文化祭★

11/  4町制施行25周年記念式典★

  3/21伸びゆく木曽岬町のふれあい広場2014★

  8/  3
ボラ倶楽部による夏まつり
（第13回やろまい夏まつり）
★
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　町職員の給与や勤務の条件が、どのようになっているかを町民の皆さまにお知らせし、木曽岬町の人事行政への
理解を深めていただくことを目的として、毎年公表しています。

木曽岬町人事行政の公表
特 集

1.職員の任免および職員数に関する状況2.職員の給与の状況
⑴職員の採用状況

区 分
一 般 行 政 職 2

採 用 人 数

⑵職員の退職状況
区 分

定 年 退 職
普 通 退 職

合　　　　計

３人
１人
４人

人 数
（平成25年度）

⑷部門別職員数の状況

25年 26年
職 員 数

一 般 行 政
部 門

特 別 行 政
部 門

公営企業等
会 計 部 門

対前年
増減数

議　　　会
総 務 企 画
税 務
農 林 水 産
土 木
民 生
衛 生

2
14
6
5
3
20
7

小　計
教 育

小　計

小　計
水 道
下 水 道
そ の 他

57
11

5
73

11
1
1
3

2
15
6
5
2
20
7
57
11

5
73

11
1
1
3

1

－1

（各年４月１日現在）

定員適正化計画により目標を立て適正な職員数を管理

します。

⑶定員適正化の状況

H22. 4. 1 職 員 数
H23. 4. 1 職 員 数
H24. 4. 1 職 員 数
H25. 4. 1 職 員 数
H26. 4. 1 職 員 数

６８人
６８人
７０人
７３人
７３人

人数には、教育長を含みます。

（平成26年４月１日）

区 分

合 計
※公営企業等会計部門のその他欄には、国民健康保険等の特別会計事
　務を行う職員数を計上
※人数には教育長は含みません。

⑴人件費の状況（平成25年度一般会計決算）

6,518人

※人件費には、職員の給与のほか、特別職、議員、各種委員報酬等も
　含みます。

住民基本
台帳人口

歳 出 額
ＡH26.３.31現在

2,735,481
千円 千円

人 件 費
Ｂ

592,804

人件費率
（Ｂ／Ａ）

21.7
％ ％

H24年度の
人件費率

22.0

⑷職員の経験年数・学歴別平均給料の状況
　（一般行政職月額）

経験年数７年以上
10年未満

経験年数10年以上
15年未満

経験年数15年以上
20年未満

233,500

─

円 円 円

─ 306,900

─ ─

区　分

大 学 卒

高 校 卒

⑵職員の平均給料月額および平均年齢の状況

平均給料
月 額

328,800

348,236

円

43.3

43.3

歳

区　分
一般行政職 技能労務職

木曽岬町

平均年齢 平均給料
月 額

199,200
円

60.3
歳

平均年齢

三 重 県

（平成26年４月１日現在）

⑶職員の初任給の状況

区 分

（平成26年４月１日現在）

172,200
円

140,100

178,800
円

144,500

木曽岬町

一般行政職

決定初任給
三 重 県
決定初任給

大学卒

高校卒

（平成26年４月１日現在）
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特集 木曽岬町人事行政の公表

3. 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

7.平成25年度
公平委員会における業務の状況

⑸職員手当の状況
区分 内 容

（平成26年４月１日現在）

特別職の報酬等は、特別職報酬等審議会の答申を受

けて、条例で定められています。

⑹特別職の報酬等の状況

（平成26年４月１日現在）

※特殊勤務手当および管理職手当の額は国の基準以下、それ以外は国
　と同水準です。

※町長の期末手当は、平成25年12月支給から55％削減

期
　
　
末

勤
勉
手
当

※職制上の段階、職務の級等による加算措置有

期末手当
1.225月分
1.375月分
2.6    月分

　６　月　期
１２　月　期

計

勤勉手当
0.675月分
0.675月分
1.35  月分

自己都合
30.82月分
43.7 月分
52.44月分

勤 続 25 年
勤 続 35 年
最 高 限 度 額

勧奨・定年
36.57 月分
52.44 月分
52.44 月分

配偶者
配偶者以外
配偶者のない場合の１人目
16歳以上22歳までの扶養親族

13,000円
6,500円
11,000円

5,000円加算

著しく危険、不快、不健康または困難な勤務に従事
した職員に支給

手当の種類
①町税収入金滞納処分手当　　日額
②税外収入金滞納処分手当　　日額
③用地交渉手当　　　　　　　日額
④疫病公害作業手当　　　　　日額
⑤漂着死体処理手当　　　　　１件

　

300～500円
300～500円

300円
300円
800円

国における支給基準
平成26年度支給率

３％
３％

借家・間借（家賃月額12,000円以上を支払う者）
限度額　27,000円

自宅（新築または購入した日から５年間に限り）
2,500円

自家用車等使用者（２㎞以上） 2,000円～24,500円

課長以上の職員に対し支給
　課長副参事、園長
　会計管理者、課長、事務局長
　統括監、参事

28,000円
30,000円
35,000円

正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員
に支給

交通機関利用者 運賃相当額（限度額 55,000円）

退
職
手
当

扶
養
手
当

住
宅
手
当

通
勤

手
当

地
域

手
当

特
殊
勤
務
手
当

管
理
職

手
　
当

時
間
外

勤
務
手
当

区　分 給料月額等 期 末 手 当
町 長
教 育 長

議 長
副 議 長
議 員

670,000円
520,000円

6月期
12月期

計

1.90  月分
2.05  月分

3.95  月分
285,000円
225,000円
210,000円

6月期
12月期

計

1.225月分
1.375月分

2.6    月分

⑴勤務時間の状況
１日の勤務時間 １週間の勤務時間

⑵職員の休暇制度
種　類 内 容

年次有給休暇 一年に20日間（残日数は20日を限度に
翌年に繰越可能）

病 気 休 暇 療養の必要がある場合（私傷病は90日
まで有給）

介 護 休 暇 配偶者等の介護が必要な場合（無給）

特 別 休 暇 特別な事由により勤務しないことが認めら
れた場合（結婚、出産、忌引など）

午前８時30分～午後5時15分 38時間45分
※住民サービスの向上のため、毎月２回の日曜役場および月初めの月曜日
　に延長役場を開設して窓口業務を行っています。

※平成25年中の有給休暇の平均取得日数は8.5日です。

4. 職員の分限処分および懲戒処分の状況
区 分 人 数

（分限処分）公務能率を維持することを目的として、職員が心身の故障
　　　　　などにより、その職責を十分に果たすことができない場合
　　　　　に行う不利益処分です。
（懲戒処分）公務の規律と秩序を維持するため、法令や職務上の義務等
　　　　　に違反した職員に道義的責任を問う処分です。

（平成25年度）

分 限 処 分
懲 戒 処 分

無
無

5. 職員の研修の状況
研修種別 対 象 職 員 H 2 5 年 度

受 講 人数

階層別研修
業務能力向上研修
職 場 研 修

13人

23人

71人

職階、経験に応じて指定された職員

指定された職員および希望する職員

全職員

業 務 件 数
勤務条件に関する措置要求
不利益処分に対する不服申立て
苦情処理

無
無
無

6. 職員の福祉の状況
共 済 制 度

厚 生 制 度

三重県市町村職員共済組合

三重県市町村職員互助会加入
定期健康診断の実施
町職員単独の互助会「七福会」を組織し、
ボランティア、研修、スポーツなどの活動に
取り組んでいる。

公務災害補償 地方公務員災害補償基金
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　皆さんの家庭から排出されるごみについては、桑名市にあり
ますリサイクルの森に搬入されRDF（ごみ固形燃料）化処理して
発電用の燃料として利用しております。このリサイクルの森は、
木曽岬町の他に桑名市・いなべ市・東員町の2市2町で構成さ
れる桑名広域清掃事業組合で管理・運営され共同処理しておりますが、各市町が使用する指定ごみ袋
については市町間で規格等が異なっておりました。このため、今後のごみ処理を推進する上で、平成32
年度で組合を脱退するいなべ市を除く1市2町においてごみ袋の規格等を統一化する方向で調整して
おります。これに先立ち、木曽岬町では平成27年4月1日から下記のとおり価格改定（値下げ）させて
いただきますのでお知らせします。
　今後ともごみの分別と減量化にご協力をお願いします。

きそさき
INFOMATION町指定ごみ袋の

　　価格改定について

●問合せ先　役場　住民課　☎68-6103

困ったら  一人で悩まず  行政相談
　「行政相談」ってご存じですか？
　「行政相談」とは、国やNTTなどの特殊法人などの仕
事について、皆さんから苦情や意見、要望をお聞きし、
その解決の促進をはかる制度です。
　当町でも、次のとおり「行政相談所」を開設します。
　年金、保険、税金、登記、道路、福祉など役所の仕事に
ついて、お気軽にご相談ください。（下記参照）

　「行政相談委員」とは、総務大臣が委嘱している民間有
識者で、みなさんの身近な相談相手です。ご相談は無料
で、相談者の秘密は固く守ります。
　なお、当日ご都合の悪い方は、次のところで行政相談
に応じていますので、ご利用ください。

●と　　　き／ 11月25日（火）午前9時～ 11時30分
●と　こ　ろ／木曽岬町福祉・教育センター
●相談担当者／行政相談委員　花井　清司
●問 合 せ 先／役場　総務政策課　☎68-6100

〒514-0033　津市丸之内26-8　津合同庁舎3階
総務省　三重行政評価事務所　行政相談課

0570－090110
おこまりなら まるまる くじょー ひゃくとおばん

平日　午前8時30分～午後5時15分
（注）１．土・日・祝日・上記以外の時間帯は留守番電話で対応します。
　　２．PHS、IP電話などをご利用の場合は059－227－1100
　　３．ご相談のお電話は、相談内容の正確な把握のため、録音させていただいています。

（税込）

種 類 入数

10枚 ３５０円 ２００円
12枚 ３５０円 ２００円
15枚 ３５０円 ２００円
10枚 ３５０円 ２００円
10枚 ３５０円 ２００円

可燃ごみ（大）

可燃ごみ（中）

可燃ごみ（小）

不燃ごみ

容器包装プラごみ

改 定 前
金 額

改 定 後
金 額

木曽岬町

可 燃 物 用
指定袋中

木曽岬町

可 燃 物 用
指定袋中
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INFOMATION
きそさき

　
９
月
２７
日（
土
）に
、
ふ
る
さ
と
創
生

ホ
ー
ル（
商
工
会
２
階
）に
お
い
て
、
鈴

木
英
敬
知
事
と
ボ
ラ
倶
楽
部
の
皆
さ
ん

と
の
「
み
え
の
現
場
・
す
ご
い
や
ん
か

ト
ー
ク
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
現
場
を
重
視
し
、
地
域
の
力

を
伸
ば
す
県
政
を
展
開
し
て
い
く
た
め
、

知
事
が
現
場
に
赴
き
、
地
域
で
頑
張
っ

て
い
る
皆
さ
ん
と
直
接
対
話
す
る
場
を

設
け
、
各
地
域
の
実
情
を
把
握
し
課
題

認
識
を
高
め
る
と
と
も
に
、
県
政
の
取

組
の
成
果
が
県
民
の
皆
さ
ん
に
ど
の
よ

う
に
届
い
て
い
る
か
を
直
接
把
握
す
る

目
的
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
当
日
は
加
藤
町
長
も
参
加
し
、
ボ
ラ

倶
楽
部
の
活
動
内
容
の
紹
介
や
活
動
を

通
じ
て
良
か
っ
た
こ
と
、
楽
し
か
っ
た

こ
と
、
ま
た
改
善
す
べ
き
点
や
行
政
に

期
待
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、

意
見
交
換
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　
最
後
に
知
事
か
ら
、「
ボ
ラ
倶
楽
部

さ
ん
の
町
を
楽
し
く
す
る
活
動
内
容
は

満
点
で
す
。
県
も
地
域
の
魅
力
づ
く
り

に
努
め
て
参
り
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
頑

張
っ
て
く
だ
さ
い
。」
と
お
言
葉
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　
こ
の
対
話
内
容
に
つ
い
て
は
、
三
重

県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
知
事
の
ペ
ー
ジ
で

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

「
み
え
の
現
場
・
す
ご

い
や
ん
か
ト
ー
ク
」
が

開
催
さ
れ
る

　
洗
浄
・
す
す
ぎ
・
脱
水
そ
し
て
乾
燥
・

消
毒
に
よ
り
汚
れ
や
ダ
ニ
も
き
れ
い
に

と
れ
る
寝
具
洗
濯
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

●
申
込
方
法

　
役
場
福
祉
健
康
課
へ
利
用
料
と
と
も

　
に
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　
（
印
鑑
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
）

●
申
込
期
限

　
１１
月
２８
日（
金
）

●
実
施
は

　
１２
月
中
に
業
者
が
お
宅
へ
お
伺
い
し

　
て
布
団
を
お
預
か
り
し
、
お
お
む
ね

　
１
週
間
以
内
に
お
届
け
し
ま
す
。
な

　
お
、
お
伺
い
す
る
日
時
は
、
業
者
か

　
ら
連
絡
し
ま
す
。

※

代
わ
り
の
お
布
団
が
必
要
な
場
合
は
、

　
有
料
で
貸
し
出
し
も
あ
り
ま
す
。

●
対
象
寝
具

　
①
掛
け
布
団
・
敷
き
布
団
・
毛
布

　
②
マ
ッ
ト
レ
ス
・
ベ
ッ
ト
パ
ッ
ト
・

　
　
掛
け
布
団
・
毛
布

　
③
マ
ッ
ト
レ
ス
・
ベ
ッ
ト
パ
ッ
ト
・

　
　
掛
け
布
団
・
敷
き
布
団
・
毛
布

※

羽
毛
布
団
な
ど
も
ご
利
用
い
た
だ
け

　
ま
す
。

●
利
用
料

　
①
の
場
合　
　
　
７
０
０
円

　
②
の
場
合　
　
　
９
１
０
円

　
③
の
場
合　
１
，
１
３
０
円

●
申
込
み
お
よ
び
お
問
合
せ
は

　
役
場　
福
祉
健
康
課

　
☎
６
８
│
６
１
０
４

ふ
と
ん
洗
濯
サ
ー
ビ
ス

の
ご
案
内

清
潔
な
お
ふ
と
ん
で

グ
ッ
ス
リ
睡
眠

こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
の
は

在
宅
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

① 

お
お
む
ね
６５
歳
以
上
の
一
人
暮

　 

ら
し
の
方

③ 

心
身
障
が
い
児
（
者
）
で
衛
生

　 

管
理
が
困
難
な
方

② 

介
護
認
定
を
受
け
た
方

北勢地域若者サポートステーション
出張相談in木曽岬

●内　容／就労に対するさまざま
　　　　　な相談をお受けします。
●対　象／15～39歳で無職の方
　　　　　（ご家族・関係者・在学中でも可）
●日　時／毎月第3木曜日
　　　　　午前10時～正午
●場　所／福祉・教育センター　和室
●問合せ・申込先／
　北勢地域若者サポートステーション
　☎059－359－7280

無料・
要予約
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INFOMATION
きそさき

【
入
校
等
制
度
説
明
会
】

　

１
日　
　

時

　
　
１１
月
１６
日

　
　
午
前
１０
時
〜
午
後
４
時
ま
で
の
間

　
２
場　
　

所

　
　
ス
タ
ー
２１
（
桑
名
市
星
ヶ
丘
８
│
６０１
）

　
　
説
明
会
に
つ
き
ま
し
て
は
随
時
開
催
し

　
　
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
都
合
の
よ
い
時

　
　
間
に
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

【
採
用
種
目
別
試
験
日
程
等
】

　
〔
採
用
種
目
〕　
高
等
工
科
学
校
生
徒

　
１
受
付
期
間

　
⑴
推　
薦

　
　
１１
月
１
日
〜
１２
月
５
日

　
⑵
一　
般

　
　
１１
月
１
日
〜
平
成
２７
年
１
月
９
日

　
２
受
験
資
格

　
⑴
推　
薦

　
　
男
子
中
卒
（
見
込
を
含
む
。）
１７
歳
未

　
　
満
の
、
成
績
優
秀
か
つ
生
徒
会
活
動
等

　
親
子
で
楽
し
く
ク
ッ
キ
ン
グ
し
な
が

ら
、
幼
児
期
に
必
要
な
栄
養
や
お
や
つ

の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
学
び
ま
し
ょ
う
。

●
日
　
　
時

　
１１
月
２５
日（
水
）　
午
前
１０
時
〜

●
場
　
　
所

　
保
健
セ
ン
タ
ー

●
対
　
　
象

　
１
歳
〜
４
歳
の
子
ど
も
を
持
つ
保
護

　
者

●
定
　
　
員

　
２０
組
（
当
日
は
託
児
あ
り
）

●
参
加
費

　
１
組
２
０
０
円

●
持
ち
物

　
エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾
、
布
巾
、
器
、

　
子
ど
も
ス
リ
ッ
パ

●
申
込
方
法

　
１１
月
１９
日（
水
）ま
で
に
役
場　
福
祉

　
健
康
課（
☎
６
８
│
６
１
０
４
）管
理

　
栄
養
士
ま
た
は
子
育
て
サ
ロ
ン
保
育

　
士
ま
で
お
電
話
も
し
く
は
窓
口
に
て

　
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。（
定
員
に

　
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。）

歯
に
や
さ
し
い

お
や
つ
作
り

　
１０
月
１４
日
、
人

間
科
学
研
究
所
の

志
賀
誠
次
氏
を
お

招
き
し
て
、
第
１

回
「
元
気
な
ま
ち

づ
く
り
応
援
団
」

育
成
塾
を
開
催
し

ま
し
た
。

　
「
木
曽
岬
町
を
さ
ら
に
素
敵
な
町
に
」

と
い
う
将
来
像
を
話
し
合
い
ま
し
た
。

　
「
夢
の
あ
る
ま
た
町
き
そ
さ
き
」「
若

者
の
町
」「
み
ん
な
が
、
つ
な
が
る
町
」

「
あ
い
さ
つ
が
自
然
な
町
」「
桜
並
木
で

裕
福
な
町
」
等
の
意
見
が
で
ま
し
た
。

　
次
回
の
話
し
合
い
は
、
１１
月
１８
日

（
火
）午
後
１
時
３０
分
〜
午
後
３
時　
保

健
セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
ま
す
。

　
一
緒
に
、「
木
曽
岬
町
の
ま
ち
づ
く

り
を
応
援
し
た
い
。」
と
い
う
方
の
参

加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

●
申
し
込
み
先

　
保
健
セ
ン
タ
ー

　
☎
６
８
│
６
１
１
９

ミ
ニ
情
報

ミ
ニ
情
報

生
活
の

生
活
の

　
　
に
顕
著
な
実
績
を
修
め
、
学
校
長
が
推

　
　
薦
で
き
る
者

　
⑵
一　
般

　
　
男
子
中
卒
（
見
込
を
含
む
。）
１７
歳
未

　
　
満
の
者

　
３
採
用
試
験
日

　
⑴
推　
薦

　
　
平
成
２７
年
１
月
１０
日
〜
１２
日
の
い
ず
れ

　
　
か
一
日

　
⑵
一　
般

　
　
一
次
試
験　
平
成
２７
年
１
月
２４
日

　
　
二
次
試
験　
平
成
２７
年
２
月
５
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〜
８
日

　
４
試
験
会
場

　
⑴
推　
薦

　
　
高
等
工
科
学
校
（
神
奈
川
県
）

　
⑵
一　
般

　
　
三
重
県
四
日
市
庁
舎
（
三
重
県
）
予
定

●
問
合
せ
先

　
〒
５１０
│
００７４　
三
重
県
四
日
市
市
鵜
の
森

１
│
１４
│
１１（
阿
部
ビ
ル
２
Ｆ
）

　
自
衛
隊
四
日
市
地
域
事
務
所

　
　
☎
０
５
９
│
３
５
１
│
１
７
２
３

　
　
受
付
時
間　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

　
自
衛
官
募
集
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　
　
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　
　
０
１
２
０
│
０
６
３
│
７
９
２

　
　
受
付
時
間　
正
午
〜
午
後
８
時

（
年
中
無
休
）

「
元
気
な
ま
ち
づ
く
り

応
援
団
」育
成
塾
！開催

中

平
成
２７
年
度

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校

生
徒
の
募
集
に
つ
い
て
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年
金
記
録
や
将
来
の
年
金
受
給
見
込
額
を

確
認
し
、
未
来
の
生
活
設
計
に
つ
い
て
考
え

て
み
ま
せ
ん
か
。

　
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
を
ご
利
用
い
た
だ

く
と
、
い
つ
で
も
ご
自
身
の
年
金
記
録
を
確

認
で
き
る
ほ
か
、
将
来
の
年
金
受
給
見
込
額

に
つ
い
て
、
ご
自
身
の
年
金
記
録
を
基
に

様
々
な
パ
タ
ー
ン
の
試
算
を
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

　
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
に
つ
い
て
は
、
日

本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
い

た
だ
く
か
、
四
日
市
年
金
事
務
所
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　
四
日
市
年
金
事
務
所
（
代
表
）

　
☎
０
５
９
│
３
５
３
│
５
５
１
５

　
国
民
年
金
保
険
料
は
所
得
税
法
お
よ
び
地

方
税
法
上
、
健
康
保
険
や
厚
生
年
金
な
ど
の

社
会
保
険
料
を
納
め
た
場
合
と
同
様
に
、
社

会
保
険
料
控
除
と
し
て
そ
の
年
の
課
税
所
得

か
ら
控
除
さ
れ
、
税
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
平
成
２６
年
１

月
か
ら
１２
月
ま
で
に
納
め
ら
れ
た
保
険
料
の

全
額
で
す
。
過
去
の
年
度
分
や
追
納
さ
れ
た

保
険
料
も
含
ま
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
ご
自
身
の
保
険
料
だ
け
で
は
な
く
、

配
偶
者
や
ご
家
族（
お
子
様
等
）の
負
担
す
べ

き
国
民
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る
場
合
、

そ
の
保
険
料
も
合
わ
せ
て
控
除
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

　
な
お
、
平
成
２６
年
中
に
納
付
し
た
国
民
年

金
保
険
料
に
つ
い
て
、
社
会
保
険
料
控
除
を

受
け
る
た
め
に
は
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告

を
行
う
と
き
に
、
領
収
証
書
な
ど
保
険
料
を

支
払
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
平
成
２６
年
１
月
１
日
か
ら
９

月
３０
日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
さ
れ
た
方
に
は
、
１１
月
上
旬
に
日
本
年
金

機
構
か
ら
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
」
が
送
ら
れ
ま
す
の
で
、

申
告
書
の
提
出
の
際
に
は
必
ず
こ
の
証
明
書

ま
た
は
領
収
証
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

（
平
成
２６
年
１０
月
１
日
か
ら
１２
月
３１
日
ま
で

の
間
に
、
今
年
は
じ
め
て
国
民
年
金
保
険
料

を
納
め
ら
れ
た
方
へ
は
、
翌
年
の
２
月
上
旬

に
送
ら
れ
ま
す
。）

　
税
法
上
と
て
も
有
利
な
国
民
年
金
は
、
老

後
は
も
ち
ろ
ん
不
慮
の
事
故
な
ど
万
一
の
と

き
に
も
心
強
い
味
方
と
な
る
制
度
で
す
。
保

険
料
は
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
キ
チ
ン
と
納

め
ま
し
ょ
う
。

●
問
合
せ
先

　
四
日
市
年
金
事
務
所　
国
民
年
金
課

　
☎
０
５
９
│
３
５
３
│
５
５
１
３

　
三
重
県
最
低
賃
金
は
、
１０
月
１
日
か
ら
、

１６
円
引
き
上
げ
ら
れ
て「
時
間
額
７
５
３
円
」

に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
最
低
賃
金
は
、年
齢
・
雇
用
形
態（
パ

ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
）
を
問
わ
ず
、
三

重
県
内
で
働
く
全
て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ

ま
す
。

　
な
お
、
特
定
の
産
業
に
該
当
す
る
事
業
場

で
働
く
労
働
者
に
は
、
三
重
県
最
低
賃
金
と

は
別
に
、
産
業
別
最
低
賃
金
が
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
に
対
応
し

て
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
取
り
組
む
中
小
企
業

事
業
主
の
皆
さ
ま
の
た
め
に
、
無
料
相
談
窓

口
「
専
門
家
派
遣
・
相
談
等
支
援
事
業
三
重

県
最
低
賃
金
総
合
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」（
津

市
丸
之
内
養
正
町
４
│
１　
森
永
三
重
ビ
ル

３
Ｆ　
三
重
県
経
営
者
協
会
内　
☎
０
５
９

│
２
２
６
│
０
０
３
３
）
を
設
置
し
て
い
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　
三
重
労
働
局
賃
金
室

　
☎
０
５
９
│
２
２
６
│
２
１
０
８

●
日
　
　
時

　
１１
月
１９
日（
水
）

　
午
前
９
時
３０
分
〜
午
後
０
時
１０
分

●
場
　
　
所

　
三
重
県
立
く
わ
な
特
別
支
援
学
校

　
桑
名
市
大
字
東
方
字
尾
弓
田
１０７３
番
地

●
内
　
　
容

　
○
講　
演

　
　
【
障
が
い
者
雇
用
の
現
状
に
つ
い
て
】

　
　
Ｎ
Ｔ
Ｎ
㈱　
桑
名
製
作
所

　
○
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
　
【
障
が
い
者
雇
用
の
促
進
に
向
け
て
】

　
　
・
生
徒
の
体
験
発
表

　
　
・
進
路
状
況
、
就
労
支
援
に
つ
い
て

　
　
・
障
が
い
者
雇
用
に
つ
い
て

　
　
・
職
場
で
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に
つ
い
て

　
○
学
校
見
学
な
ど

●
参
加
申
し
込
み
方
法

　
く
わ
な
特
別
支
援
学
校
Ｈ
Ｐ【http://

　

w
w
w
.m
ie-c.ed.jp/skuw

an/

】
か
ら

　
用
紙
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い
た
だ
き
メ

　
ー
ル
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
申
込
み
く
だ
さ

　
い
。（
申
し
込
み
書
は
役
場
に
も
置
い
て

　
あ
り
ま
す
）

　
ＦＡＸ
０
５
９
４
│
２
５
│
１
１
６
５

　

E-M
ail

　
　

skuw
an01@

skuw
an.m

ie-c.ed.jp

●
問
合
せ
先

　
く
わ
な
特
別
支
援
学
校
進
路
部

　
☎
０
５
９
４
│
８
７
│
６
０
６
１（
代
表
）

三
重
県
最
低
賃
金
が

時
間
額
７
５
３
円
に
改
定

桑
員
地
域　

障
が
い
者
就
労

支
援
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

案
内

１１（
い
い
）
月
３０（
み
ら
い
）
日
は

「
年
金
の
日
」で
す
！！

納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
は

全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
で
す
！
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★
裁
判
員
候
補
者
名
簿
が
で
き
る
ま
で

　
裁
判
員
候
補
者
名
簿
は
、
市
区
町
村
の
選

　
挙
管
理
委
員
会
が
選
挙
人
名
簿
か
ら
く
じ

　
で
無
作
為
抽
出
し
た
名
簿
を
基
に
、
全
国

　
の
地
方
裁
判
所
で
作
成
さ
れ
ま
す
。

　
平
成
２７
年
の
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
人
数
は
、

　
全
国
で
２３
万
３
８
０
０
人
で
す
（
選
挙
人

　
名
簿
登
録
者
全
体
に
占
め
る
割
合
は
、
約

　
４４５
人
に
１
人
）。

★
裁
判
員
候
補
者
名
簿
記
載
通
知
に
つ
い
て

　
平
成
２７
年
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿
に
登
録

　
さ
れ
た
方
に
は
、
本
年
１１
月
中
旬
に
名
簿

　
に
登
録
さ
れ
た
こ
と
の
通
知
（
名
簿
記
載

　
通
知
）
を
お
送
り
し
ま
す
。
こ
の
通
知
は
、

　
来
年
２
月
こ
ろ
か
ら
平
成
２８
年
２
月
こ
ろ

　
ま
で
の
間
に
裁
判
所
に
お
越
し
い
た
だ
き
、

　
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と

　
を
事
前
に
お
伝
え
し
、
あ
ら
か
じ
め
心
づ

　
も
り
を
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
も
の
で
す
。

　
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
具
体
的
な
事
件
の

　
裁
判
員
候
補
者
に
選
ば
れ
た
わ
け
で
は
あ

　
り
ま
せ
ん
の
で
、
す
ぐ
に
裁
判
所
に
お
越

　
し
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
名
簿
記
載
通
知
と
併
せ
て
調
査
票

　
を
お
送
り
し
ま
す
。
こ
の
調
査
票
は
、
裁

　
判
員
候
補
者
の
方
の
事
情
を
早
期
に
把
握

　
し
、
調
査
票
の
ご
回
答
の
内
容
に
よ
り
、

　
１
年
を
通
じ
て
明
ら
か
に
辞
退
が
認
め
ら

　
れ
る
場
合
な
ど
に
は
裁
判
所
に
お
越
し
い

　
た
だ
く
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
、
裁
判

　
員
候
補
者
の
方
々
の
負
担
を
軽
減
す
る
た

　
め
に
お
送
り
す
る
も
の
で
す
の
で
、
お
尋

　
ね
す
る
項
目
に
当
て
は
ま
ら
な
い
方
は
、

　
返
送
し
て
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
辞
退
の
申
し
出
が
で
き
る
時
期
や
期
間
な

　
ど
に
何
ら
の
制
限
を
設
け
て
い
る
わ
け
で

　
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
調
査
票
で
辞
退
を
申
し
出
な
か
っ
た

　
場
合
で
も
、
実
際
の
事
件
の
裁
判
員
候
補

　
者
に
選
ば
れ
た
際
に
お
送
り
す
る
質
問
票

　
で
辞
退
を
申
し
出
て
い
た
だ
く
こ
と
も
、

　
裁
判
の
当
日
（
選
任
手
続
時
）
に
辞
退
を

　
申
し
出
て
い
た
だ
く
こ
と
も
可
能
で
す
。

　
裁
判
員
制
度
に
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願

　
い
し
ま
す
。

　
平
成
２６
年
分
「
年
末
調
整
説
明
会
」
お
よ

び
「
所
得
税
の
青
色
決
算
説
明
会
」
を
次
の

日
程
で
開
催
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
出
席
く

だ
さ
い
。

●
年
末
調
整
説
明
会

•
対　
象

　
法
人
お
よ
び
従
業
員
の
い
る
個
人
事
業
主

　
の
方

•
日　
時

　
１１
月
２１
日（
金
）

　
午
前
１０
時
〜
正
午

•
会　
場

　
桑
名
市
民
会
館　
２
階　
小
ホ
ー
ル

　
桑
名
市
中
央
町
３
│
２０

●
所
得
税
の
青
色
決
算
説
明
会

•
対　
象

　
個
人
事
業
主
の
う
ち
青
色
申
告
の
方

•
日　
時

　
１１
月
２１
日（
金
）

　
午
後
１
時
３０
分
〜
午
後
３
時
３０
分

•
会　
場

　
桑
名
市
民
会
館　
２
階　
小
ホ
ー
ル

　
桑
名
市
中
央
町
３
│
２０

●
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

　
税
務
署
か
ら
送
ら
れ
た
、
年
末
調
整
関
係

　
書
類

※

青
色
申
告
決
算
書
用
紙
は
当
日
会
場
に
て

　
配
布
し
ま
す
。

　
所
得
税
の
青
色
申
告
決
算
書
用
紙
な
ど
は

　
確
定
申
告
書
に
同
封
し
て
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
（
電
子
申
告
を
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、
確

　
定
申
告
書
お
よ
び
青
色
申
告
決
算
書
と
も

　
に
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。）

●
お  

願  

い

　
駐
車
場
の
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、

　
な
る
べ
く
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ

　
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　
桑
名
税
務
署

　
　
年
末
調
整
説
明
会
に
つ
い
て

　
　
法
人
課
税
第
一
部
門　
源
泉
担
当

　
　
☎
０
５
９
４
│
３
７
│
０
３
０
１（

直
通
）

　
　
所
得
税
の
青
色
決
算
説
明
会
に
つ
い
て

　
　
個
人
課
税
第
一
部
門　
指
導
担
当

　
　
☎
０
５
９
４
│
２
２
│
５
１
２
３（

直
通
）

裁
判
員
制
度

〜
ま
も
な
く
名
簿
記
載
通
知

　
を
発
送
し
ま
す
！

　
　
　「
年
末
調
整
説
明
会
」

　
　
　
お
よ
び
「
所
得
税
の

　
　
　
青
色
決
算
説
明
会
」

　
　
　
を
開
催
し
ま
す

法人および
個人事業主の
皆さんへ

法人および
個人事業主の
皆さんへ
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加藤小梅さん
“第7回三重県空手道錬成大会”

準優勝で全国へ！！
　9月7日（日）に四日市市中央緑地体育館（三重県）
で開催された「第7回三重県空手道錬成大会」において、
木曽岬町スポーツ少年団JSC木曽岬所属の加藤小梅
さん（和泉在住）が中学1年生女子組手の部で、準優勝
という好成績を収
められ、平成27
年3月に開催され
る「全国中学生空
手道選抜大会」へ
の出場が決まりま
した。
　出場する大会で
は、「一つでも多
く勝てるように精
一杯頑張ります」
という力強い決意
表明をされました。

　9月14日（日）に鍋田川グラウンドを会場として“町
長杯ソフトボール大会”が開催されました。
　今大会は、男子7チーム・女子3チームの参加のも
の白熱した試合が繰り広げられ、男子の部では、強打
を誇った『アイ・エヌ・ジー』が、女子の部では好投・
好守を誇った『木曽岬レディース』がそれぞれ優勝の
栄冠に輝きました。
　なお、試合結果は次のとおりです。

成人式のご案内
　二十歳を迎え新しく大人の仲間入りされる皆さま方
をお祝いするため、次の要領で平成27年の成人式を
開催しますので、ご出席いただきますようご案内申し
上げます。
　なお、当日は式典に引き続き出席者全員の記念写真
を撮影します。

●対  象  者
　（平成6年4月2日～平成7年4月1日生まれの人）
　① 現在木曽岬町在住の方
　② 木曽岬中学校を卒業された方で、現在本町以外
　　 の市町村にお住まいの方
　①、②以外に該当の方は、教育委員会にお知らせい
　ただいたうえご出席いただきますようお願いします。
●日　　時／平成27年1月10日（土）
　　　　　　午前10時～（時間厳守）
●場　　所／ふるさと創生ホール
●問合せ先／教育委員会　☎68－1617

平成26年度 町長杯ソフトボール大会結果報告

男子の部 女子の部

女子の部

優　勝：アイ・エヌ・ジー
準優勝：しらさぎ

優　勝：木曽岬レディース
準優勝：チェリースピリッツ

【試合結果】

チェリー
スピリッツ①

木曽岬
中学校②

木曽岬
レディース③

① ②

12－0

12－0

1－3

0－120－12

3－1

③

ア
イ・エ
ヌ・ジ
ー

Ｋ
，ｓ

藤
里

ア
ラ
キ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

し
ら
さ
ぎ

第
二
栄・栄

ブ
リ
デ
ィ
オ
ン

5 3

14 2

10 9

14 7 9 4

19 1

男子の部

男子の部　優勝：アイ・エヌ・ジー

女子の部　優勝：木曽岬レディース
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　今年度も木曽岬町修学奨学金の貸与を希望される方
を募集します。この制度は、町内篤志家からご寄附い
ただいた資金で創設した「木曽岬町夢とふれあい教育
基金」を原資に、大学および高等学校などでの勉学に
強い意欲を有する方に奨学金を貸与し、将来、町に貢
献できるような人に育っていただくことを目的にして
います。
　制度の概要は、次のとおりです。

●奨学金の貸与を受けようとする方の要件
　•木曽岬町に居住する方またはその子弟であること。
　•町民税などの滞納がないこと。
　•大学および高等学校などでの勉学に強い意欲を有
　　する方
●貸与額等
　•大学生・専門学校生…一人につき月額20,000円
　•高校生…………………一人につき月額10,000円
　※無利子で貸与します。

●返　　還
　•卒業した次の年から、貸与期間の2倍年数以内に、
　　月賦または半年賦で返還（例えば貸与年数が4年
　　の場合は8年以内に返還）
●申込方法
　【申込書類】
　•修学奨学金貸与申請書（様式第1号）
　•「木曽岬町夢とふれあい教育基金」による修学奨
　　学金に係る契約書（様式第2号）
　•住民票世帯全員の写し（本人の除票を含む）
　•課税証明書
　※様式第1号、第2号については、教育委員会で希
　　望の方に配付します。また、町ホームページ内、
　　「教育委員会」からダウンロードできます。
　【申込期間】　11月20日（木）～ 12月3日（水）
　【申込み先】　教育委員会
●貸与決定の通知について
　平成27年2月中旬までに、申請者に通知させてい
　ただきます。
●問合せ先　教育委員会事務局教育課　☎68－1617

修学奨学金のお知らせ

　9月13日（土）に教育評論家の親野智可等さんを招き、
全校生徒と木曽岬小学校・中学校の保護者、町内の地
域の方232名の参加のもと教育講演会を行いました。
　「楽しい家庭のらくらく勉強法で学力アップ」とい
う演題で楽勉グッズ，学習漫画など数々のらくらく勉
強法を教えていただきました。生徒たちが明日から実
践できそうな内容であり、講演を静かに聞く生徒の姿
が見られました。保護者向けの話としては、「ほめる
ことの大切さ」「子ども自身が自信をもてるようにし
ていくことの大切さ」などについての話がありました。
生徒と保護者とが同じ話を聞くことができたことは、
たいへん有効なことであり、今後の学習意欲向上につ
なげていけたらと考えます。また、地域の方からは「私

ももう一度勉強したくなりました」などの感想をいた
だきました。
　中学校では講演後、生徒が振り返りを行い、今後の
家庭学習の在り方
について考える機
会をもちました。
今後も学校・家庭・
地域が協働して行
う取り組みを行っ
ていきます。

中学校にて教育講演会を開催しました

　木曽岬町給食センターでは、木曽岬町産や三重県産
の食材を使って「地物一番の日」として給食を提供し
ています。（変更になる場合があります）

●11月14日（金）大根・しめじ （すまし汁）
●11月21日（金）白菜 （白菜のゆかりあえ）

木曽岬町の地物をいかした給食の献立について
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　9月27日（土）に木曽岬小学校で運動会が開催され
ました。運動会は子どもたちの体育での取り組みの成
果を保護者の方や地域の皆さまに見ていただくことが
できる、一年間の中でもとても大きな行事です。子ど
もたちもいいところを見せようと一生懸命練習してき
ました。競技を学年ごとに紹介します。
　1年生は「大玉ゴーゴー！」という大玉転がしをしま
した。コースの途中で玉がクロスするため、子どもた
ちにとっては自分たちよりも大きな玉をぶつからない
ようにコントロールすることが難しかったと思います。
　2年生は「逆転玉入れ」という競技をしました。自
分たちのカゴの側に相手側のカゴもあるため、しっか
りとねらいを定めて球を投げる子どもたちは真剣その
ものでした。
　3年生は「ぐるぐるハリケーン」という競技をしま
した。走っている子たちだけでなく、待機している子
の足下と頭上を棒が通り抜けていくため、全員の息を
合わせて声をかける姿が生き生きとしていました。
　4年生は「運を天にまかせて　レッツ・リレー」と
いう競技をしました。2人ペアで缶を運んだり、競技
の名前の通り、くじの結果によって棒で挟んで運ぶも
のが変わったりと、子どもたちも見ている人もどきど
きするような競技でした。

　5年生は「スーパーバトン　ダイスでＧＯ」という
競技をしました。サイコロの出た目の色に合ったコー
ンを回っていくのですが、大きくて重たいバトンを運
ぶのはとても大変です。最後の最後まで勝ち負けがわ
からないくらい、とても良い勝負となりました。
　6年生は「ワープリレー」という競技をしました。
普通のコースを走る子とワープコースを走る子がおり、
走る順番なども勝敗に関わってくるため体力だけの戦
いではなく、頭脳戦でもありました。
　それぞれの学年が競技やダンス、組体操などたくさ
んの競技に取り組みました。子どもたちは「やったー！
勝ったぞ！！」「あとちょっとだったのに…」と一喜一
憂し、その表情から、一人ひとりが思いをもって運動
会に臨んだということがうかがえました。

小学校運動会が開催されました

　小学校では不審者対応訓練を11月5日（水）に実施
する予定です。
　夏期休業中には教員を対象に、不審者が学校に侵入
した時、教員の対応の仕方や子どもの安全な避難誘導
経路の確認など『不審者から子どもの安全を守る』た
めの訓練を桑名警察署生活安全課より2名の警察官に
ご協力いただき実施しました。訓練では、①【教室内侵
入を想定した不審者への対応および子どもの誘導】、
②【教室内侵入を想定した教師の動きの確認】の2部
構成で行いました。
　①の訓練では、授業中の1年生教室に不審者が侵入
してきたという設定で、それぞれが担任役や子ども役、
駆けつけた先生役となり、不審者への対応や子どもた
ちの誘導などのシミュレーションをしました。今回は
不審者役を警察官の方に演じていただいた為、例年以
上に緊張感のある訓練となりました。それぞれが役に
なりきり取り組むことで、「この場合はどうしたらい
いのか？」、「この対応は正しいのか？」といった疑問

を持ち、訓練の
後の警察の方に
よる講評や質疑
応答ではたくさ
んの質問や意見
が出されました。
　②の訓練では、
①と同様の設定で他の教室の教員がどのように動くか
を確認しました。不審者侵入を知らせる笛や放送を聴
いて、「さすまた」を持って教室に駆けつけたり、他
の教室にいる子どもたちを不審者と接触させないよう
に避難させるルートを確認したりしました。中には①
の訓練後の講評を活かし、大きな教師用定規を持って
駆けつける教員もいました。
　テレビや新聞などでも度々取り上げられている通り、
いつ自分の身に降りかかるか分からない災害や事件。
今回の避難訓練・不審者対応訓練への参加が、危機意
識を高める一助になったのではと思っています。

避難訓練（不審者対応）について
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　台風接近の影響で1日延期になりましたが、10月8
日（水）・9日（木）の二日間、木曽岬中学校では、毎年
恒例の木曽中フェスティバルが行われました。今年は
「FLY　どこまでも空高く」というテーマのもと、生
徒たちは魅力あふれる発表や力強い競技を披露してく
れました。
　1日目の文化的行事では、午前の部で1年生は息の
合った合唱・合奏を披露し、2年生は気合いの入った
劇と映画を発表しました。3年生は見ごたえのある劇
と映画を発表しました。どの学年も、夏休み前から内
容を考え、取り組み始めたものであり、すばらしい作
品となりました。
　有志発表では、ダンス・バンド演奏・ピアノ演奏・
空手などが披露されました。野球部ダンスなどバラエ
ティーにとんだプログラムもあり、楽しい発表となり
ました。
　午後は文化講座として、手芸・フラワーアレンジメ
ント・韓国語・フラダンス・琴・桑名の千羽鶴・和菓
子づくり・手話・中国語・和太鼓の10の講座が行わ
れました。どの講座も専門の講師の方に熱心な指導を
していただき、生徒たちは充実した時間を過ごすこと
ができ、大変有意義な体験になりました。
　2日目は、体育的行事を開催しました。開会式では
各クラス、鮮やかにデザインされた学級旗を紹介しま
した。その後は、スウェーデンリレーや借り物障害物
リレーの競技が行われました。どの競技も中学生らし
い迫力ある競技で、参観している来賓・保護者・地域
の方々からも歓声があがりました。
　中でもウーノピューリレー（棒を持って走る人が一
人ずつ増える）や全員リレー、今年からクラス全員に
よる種目となった大縄跳びはチームワークが必要とさ
れるものです。
　生徒たちは9月初めから競技の練習に取り組み、各
クラス、勝利のためにアイデアを出し合い、話し合い
を繰り返しました。また、縦割り（1年生から3年生
が同じチームになるもの）で行う競技もあり、縦割り
会議の場では3年生が中心となって話し合いを進めて
いました。
　当日は時折、小雨が降っていましたが、雨に負けな
い熱の入った競技が続けられました。全力で競技に取
り組む生徒の姿は頼もしく、自分のクラスのために声
をからして応援する姿には感動的でした。係の生徒も、
自分の仕事に責任を持って動き、大変スムーズな運営
がなされました。
　中学校生活の思い出深い1ページとなった2日間で
した。

一致団結！！　木曽中フェスティバル

文化的行事　1年生の合唱

文化講座　フラワーアレンジメント

文化講座　フラダンス

体育的行事
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こんに ちは保健師です
◆保健師／☎68-6104・☎68-6119

　現代の子育て環境は、核家族化や地域から孤立して
いる家族が多く、密室での子育てが保護者に一人で子
どもと向き合わせ、相談相手もないまま育児ストレス
抱えている保護者や家族が増加していると言われてい
ます。
　ストレスのはけ口としての暴力のほか、子育てに熱
心なあまり厳しくしつけるつもりで手をあげたり、経
済的に苦しく昼夜を問わず働いた結果、放置した状態
になっていたりしていることもあります。こういった
多くの保護者は自分のしていることが虐待だと気づい
ていないことも多いのです。

　しつけと虐待はまったく別のもの。暴力やお仕置き
で子どもを従わせることはしつけとは言えません。た
とえ親がしつけと思っていても、子どもの有害な行為
や発言は虐待になります。虐待は、子どもの心身の成
長や人格形成に重大な影響を与えるだけでなく、次の
世代にも虐待を起すおそれがあります。
　周囲のサポートがあれば虐待は起こりにくく、むし
ろサポートによって、虐待に至らない場合がほとんど
です。

11月は「虐待防止月間」です。11月は「虐待防止月間」です。11月は「虐待防止月間」です。
「ストップ！ こども虐待」

地域のみんなで、子どもの未来を守りましょう。

●児童虐待は保護者だけの問題ではありません！

　木曽岬町では、平成16年度に保健・福祉・教育・医療・
警察関係者や民生委員・児童委員や町民育成会議など
子どもに関わる関係機関で「木曽岬町こども虐待防止
ネットワーク」を立ち上げ、さらに17年度からは「木
曽岬町こども虐待および配偶者の暴力防止ネットワー
ク（CAPきそさき）」と名称や活動も新たにし、こど
も虐待防止や配偶者の暴力（DV）防止活動に取り組ん
でいます。

　木曽岬町ではこども相談センターを窓口とし、こど
も虐待防止やDV防止の啓発や専門家によるカウンセ
リングなど相談事業を実施する他、関係者を対象とし
た研修会を実施し、子どもに関わるスタッフの資質向
上に努めると共に、関係者が連携をしながら予防活動
や保護者支援などを行っています。

●木曽岬町での子ども虐待防止の取り組み！

１．「おかしい」と感じたら迷わず連絡
　　（通告は義務です）
２．「しつけのつもり・・・」は言い訳
　　（子どもの立場で判断）
３．ひとりで抱え込まない
　　（あなたにできることから実行）
４．親の立場より子どもの立場
　　（子どもの命が最優先）
５． 虐待はあなたの周りでも
　　起こりうる
　　（特別なことではない）

　通告された方が特定されないよう秘密は守られます
ので、あなたのまわりに「気になる親子」がいたら「も
しも違っていたら…」と思わずに、必ずご連絡くださ
い。「あなた」の実行が子どもを守ります。木曽岬町
の子どもたちが安心、安全に過ごせるよう、地域のみ
んなで、子どもの未来を守りましょう！

※虐待が疑われたり、虐待に気づいたら、下記へご連
　絡ください。また、こども相談センターでは、心理
　士によるカウンセリングも行っていますので、育児
　の不安やストレスを感じた方はまずはお電話を・・・

●〈子どもを虐待から守るための5ヶ条〉 ストップ、こども虐待！

シンボルマークの
オレンジリボン

●木曽岬町こども相談センター（☎68-6119）
または

●北勢児童相談所（☎059-347-2030）　夜間・緊急（☎059-347-2052）

　今年も11月1日～10日、オレンジリボンツリーを保健
センターで展示しています。（メッセージ募集中！！）
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募集！！里親になりませんか…里親になりませんか…
◆里親とは？
　保護者の病気や養育困難、または保護者がいないなど様々な事情で、自分の家庭で生活できない子どもたちがいます。
　こうした子どもを家庭に迎え入れ、公的に養育を行う方を「里親」といいます。
◆里親の種類
　①養育里親…保護者と生活ができるようになるまで、または自立して生活できるようになるまで（原則18歳まで）
　　　　　　　養育する里親です。
　②専門里親…虐待を受けた子ども、非行傾向のある子ども、障害のある子どもなど、特に専門的な支援は必要な子ども
　　　　　　　を養育する里親です。
　③親族里親…保護者の死亡、行方不明等により、子どもを養育できなくなった場合に、子どもの扶養義務者である親族
　　　　　　　（祖父母等）が養育する里親です。
　④養子縁組によって養親となることを希望する里親
　　　　　　…養子縁組によって養親となることを希望する里親で、養子縁組が成立するまで里親として養育します。
◆募集！里親になりませんか
　県内では約200世帯が里親に登録されていますが、社会全体で子どもの成長を支えていくためには、より多くの里
　親が必要です。関心のある方は、児童相談所にお問い合わせください。
　（問合せ先：北勢児童相談所　☎059－347－2030）

ミーポ君

町内9月の交通事故
●件数／19件（135件）●死者数／0人（0人）●負傷者数／3人（21人）

（　　）…平成26年累計

■桑名警察署　　☎（0594）24-0110
■木曽岬駐在所　☎65-3635警察署コーナー

社会全体で被害者を支え、
被害者も加害者も出さない街づくりに
あなたもご協力ください～
もし、あなたの周囲に犯罪などの被害で悩んでみえる方がいれば、
みえ犯罪被害者総合支援センターをご紹介ください。

犯罪被害者週間　11月25日～12月1日

～11月は児童虐待防止推進月間～

三重県公安委員会指定「犯罪被害者等早期援助団体」

【受付時間】月～金曜日（祝日を除く）　午前10時～午後4時

三重県警察本部　広聴広報課　被害者支援室

な や みなし

☆相談電話／059－221－7830

☆Ｆ  Ａ  Ｘ／059－227－4755
☆ホームページアドレス／http://shien.sub.jp/☎059－222－0110

公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援センター
犯罪被害者支援の相談窓口

「虐待かな？」と思ったら迷わず通告を

○殴る、蹴るなどの暴力　　○乳幼児をはげしく揺さぶる
○ヤケドを負わせる　　　　○冬の戸外に閉め出す　など

★身体的虐待

○性的行為の強要、性的暴力　○性交やポルノグラフィーを見せる
○ポルノグラフィーの被写体にする　など

★性的虐待

○無視や、脅迫など子どもの心を傷つける言動をする
○他の兄弟との差別的な扱いをする
○子どもの目の前で配偶者などへの暴力などを行う　など

★心理的虐待

○病気でも病院に連れて行かない
○食事を与えない、衣服、住居などが極端に不衛生
○家に残して外出したり、車内に放置する
○保護者以外の同居人による暴力を放置する　など

★ネグレフト（養育の放棄・怠慢）

◎虐待が疑われたり、虐待に気づいたら、お住まいの
　市町か、下記の通告先にご連絡ください。
☆児童相談所全国共通ダイヤル／0570－064－000

☆北勢児童相談所／059－347－2030

※一部地域では使えないことがあります。
※PHSや一部のIP電話からはつながりません。

子ども虐待とは？
（保護者によって18歳未満の子どもへ加えられる行為で下記のように分類されますが、重複することが多くあります。）

【受付時間】月～金曜日（祝日を除く）　午前8時30分～午後5時15分

子どもだけが相談できる、子どものための相談電話

0800－200－2555
こども　ほっとダイヤル

電話代はかかりません（※県内発信のみ）
【受付時間】　午後1時～午後9時（12月29日～1月3日を除く）
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救急医療情報

☎0594-23-1199

桑
名
市

  

体
育
館

桑
名

市
役
所

国
道
１
号

応急診療所
ふれあいプラザ
（旧保健センター）内

◆地域救急医療情報センター

診察可能な病院を24時間体制で案内します。
医療機関の案内を受けたら診察の可否を病院へ確認して
受診してください。

☎0594-21-9916
◆桑名市応急診療所（桑名市ふれあいプラザ内）

●診療科目／内科・小児科
●診  療  日／土曜・日曜・祝日
●診療時間／午前9:30 ～正午
　　　　　　午後1:00 ～ 4:00
●土曜の夜間／午後8:00 ～ 10:00
※8月1日より平日夜間診療は休止しています。

土・日・祝日を除く午前8:30～午後5:00

子育て相談
専用電話

☎68-6119へ（6のハロー119番）
子育てに関する相談は

がん検診を
受けられた方へ

　今回の検診結果に、「要精検」の
文字があった方は、医療機関で必ず、
早めに精密検査を受けてください。

大人のカウンセリング（予約制）
■日　　程／ 12月4日㈭
■集合時間／午前10時～ 12時
■場　　所／保健センター
■内　　容／カウンセリング
※ご希望の方は、保健師（☎68-6119）まで
　ご連絡ください。

すこやか指導室
■日　　時／ 11月20日㈮
　　　　　　午前10時～ 11時
■場　　所／保健センター
■対　　象／平成26年4・5月生の乳児
■持  ち  物／母子健康手帳、問診票

保健衛生のコーナー
◆福祉健康課・保健センター／☎68-6104

お忘れのないように

子育てサロン
●利用できる日
　月曜日の午前・午後
　火曜日～金曜日の午前

11月14日㈮、17日㈪午後
土・日曜日および祝日

11月の子育てサロンのお休み ●月曜日～金曜日
　午前9時～午後3時45分
※祝日はお休み

女性の悩み相談
北勢福祉事務所の女性相談員による
電話相談・面接相談（無料）です。

☎059-352-0557

すくすくひろば
■日　　時／ 11月13日㈭
　　　　　　午前10時30分～ 11時30分
■集合時間／午前10時～ 10時30分
■場　　所／保健センター
■対　　象／ 1歳6ヶ月から（全8回）
■持  ち  物／出席カード（2回目から）

ブックスタート
■日　　程／ 11月26日㈬
■集合時間／午後2時30分～ 3時30分
■場　　所／北部公民館
■対　　象／ 7、8、9ヶ月の乳児と保護者
　　　　　　（平成26年2月～

平成26年4月生の乳児）

教 室 ・ 相 談

カウンセリング （予約制）
■日　　程／ 11月13日㈭、11月27日㈭
■場　　所／保健センター
■内　　容／ことばや発達の支援、
　　　　　　カウンセリング
※ご希望の方は、保健師までご連絡ください。

11月前半の行事日程
■11月6日㈭ カウンセリング
■11月10日㈪ 音楽療法
※詳細は前月号または、町行事・健康カレ
　ンダーをご覧ください。

歯っぴい指導室
■日　　時／ 11月20日㈭
　　　　　　午後1時30分～ 2時30分
■場　　所／保健センター
■対　　象／平成26年1・2月生の乳児
■持  ち  物／母子健康手帳、問診票

もぐもぐ教室
■日　　時／ 11月11日㈫
　　　　　　午前10時～ 11時
■受付時間／午前9時45分～ 10時
■場　　所／保健センター
■対　　象／平成26年5月～平成26年7月
　　　　　　生の乳児と保護者（託児あり）
■持  ち  物／母子健康手帳

音楽療法
■日　　時／ 12月8日㈪
　　　　　　午前10時30分～ 11時30分
■場　　所／福祉・教育センター集会室
■対　　象／乳幼児とその保護者

健 診

1歳半健診・3歳児健診
■日　　時／ 12月4日㈭
　　　　　　午後1時15分～ 2時30分
■場　　所／保健センター
■対　　象／ 1歳半健診
　　　　　　平成25年5・6月生の幼児
　　　　　　3歳児健診
　　　　　　平成23年5・6月生の幼児
■持  ち  物／母子健康手帳、問診票
※3歳児は尿をご持参ください。

健 康 診 査・検 診

乳がん検診
■日　　時／ 11月27日㈭
　　　　　　午後1時30分～ 3時
■場　　所／保健センター
■対　　象／検診申込書にて、申し込みを
　　　　　　されている方
※対象者の方へは、保健センターよりご案
　内します。

子宮がん検診
■日　　時／ 11月27日㈭
　　　　　　午後1時30分～ 2時30分
■場　　所／保健センター
■対　　象／検診申込書にて、申し込みを
　　　　　　されている方
※対象者の方へは、保健センターよりご案
　内します。

大腸がん検診
■日　　時／ 11月27日㈭
　　　　　　午後1時30分～ 3時
■場　　所／保健センター
■対　　象／検診申込書にて、申し込みを
　　　　　　されている方
※対象者の方へは、保健センターよりご案
　内します。

集団フッ素塗布
■日　　時／ 12月4日㈭
　　　　　　午後1時30分～ 2時30分
■場　　所／保健センター
■対　　象／コアラグループ
　　　　　　（平成24年8・11月、
　　　　　　　平成25年3・4・8月生の幼児）
■持  ち  物／母子健康手帳、問診票、
　　　　　　自己負担金500円

11月個別予防接種
ヒブ／小児用肺炎球菌
■対　象／生後2ヶ月～
四種混合／三種混合／不活化ポリオ
■対　象／生後3ヶ月～
BCG
■対　象／生後5ヶ月～ 8ヶ月までに
MR（麻しん・風しん）
■対　象／１期　12～ 24ヶ月までに
　　　　　２期　５歳～ 7歳未満で就学前
　　　　　　　　の1年間に
水痘
■対　象／生後12～ 36ヶ月までに
　26年度経過措置：生後36～60ヶ月までに
日本脳炎
■対　象／ 3歳～
二種混合
■対　象／２期　11歳～ 12歳　小学6年生
子宮頸がん予防ワクチン
■対　象／中学校1年生
※現在、子宮頸がん予防ワクチンの接種に
　ついては、積極的にお勧めしていません。
※水痘ワクチンは、10月1日から定期接種
　化されました。
※問合せ先：保健センター（☎68-6119）

育児相談 （予約制）
■日　　時／ 11月28日㈮
　　　　　　午後1時30分～ 3時
■場　　所／保健センター
■対　　象／乳幼児、保護者
■持  ち  物／母子健康手帳
※ご希望の方は、保健師（☎68-6119）まで








